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人 事 院 事 務 総 長 

 

「国と民間企業との間の人事交流の運用について」の一部改正につ

いて（通知） 

 

 「国と民間企業との間の人事交流の運用について（平成２６年５月２９日人企

―６６０）」の一部を下記のとおり改正したので、令和５年４月１日以降は、こ

れによってください。 

 

記 

 

 次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分（以下「傍線部分」

という。）でこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線部分があるものは、こ

れを当該傍線部分のように改め、改正前欄に掲げる規定の傍線部分でこれに対応

する改正後欄に掲げる規定の傍線部分がないものは、これを削り、改正後欄に掲

げる規定の傍線部分でこれに対応する改正前欄に掲げる規定の傍線部分がないも

のは、これを加える。 

改   正   後 改   正   前 

規則第２条関係 

１・２ （略） 

３ この条の第２項第３号の人事院

規則第２条関係 

１・２ （略） 

３ この条の第２項第３号の人事院



が定める官職は、次に掲げるもの

とする。 

一 国家行政組織法（昭和２３年

法律第１２０号）第１８条第４

項に規定する職（各省に置かれ

るものに限る。）及び同法第２

０条第１項に規定する職 

 

（削る） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

二～五 （略） 

六 内閣府の事務次官、内閣府審

議官、内閣府設置法（平成１１

年法律第８９号）第１７条第１

項に規定する職、同条第５項に

規定する局長、同条第６項に規

が定める官職は、次に掲げるもの

とする。 

一 総務審議官、外務審議官、財

務官、文部科学審議官、厚生労

働審議官、医務技監、農林水産

審議官、経済産業審議官、技

監、国土交通審議官及び地球環

境審議官 

二 総務省、厚生労働省及び国土

交通省の政策統括官、文部科学

省及び国土交通省の国際統括

官、国際情報統括官、人材開発

統括官、総合環境政策統括官、

サイバーセキュリティ統括官並

びに農林水産省組織令の一部を

改正する政令（令和３年政令第

１７６号）による改正前の農林

水産省組織令（平成１２年政令

第２５３号）第２条第１項に規

定する政策統括官 

三～六 （略） 

七 内閣府の事務次官、内閣府審

議官、政策統括官、独立公文書

管理監、局長及び官房長並びに

国際平和協力本部事務局長及び

日本学術会議事務局長 



定する官房の長、同法第６１条

第１項に規定する次長、同条第

２項に規定する職、同法第６２

条第１項に規定する職、同法第

６３条第１項に規定する事務局

長及び局長並びに同条第２項に

規定する官房の長並びに国際平

和協力本部事務局長及び日本学

術会議事務局長 

七～九 （略） 

（削る） 

 

（削る） 

十 金融庁の長官及び証券取引等

監視委員会事務局長 

 

十一 消費者庁長官 

十二 こども家庭庁長官 

十三～十八 （略） 

十九 国家行政組織法第６条に規

定する長官、同法第１８条第１

項に規定する事務次官、同法第

２１条第１項に規定する事務局

長及び局長並びに同条第２項に

規定する官房の長（各省に置か

れるものに限る。）並びに検事

 

 

 

 

 

 

 

 

 

八～十 （略） 

十一 個人情報保護委員会事務局

長 

十二 カジノ管理委員会事務局長 

十三 金融庁の長官、金融国際審

議官及び局長並びに証券取引等

監視委員会事務局長 

十四 消費者庁の長官及び次長 

（新設） 

十五～二十 （略） 

二十一 国家行政組織法（昭和２

３年法律第１２０号）第６条に

規定する長官、同法第１８条第

１項に規定する事務次官、同法

第２１条第１項に規定する事務

局長及び局長並びに同条第２項

に規定する官房の長（各省に置



総長及び次長検事の官職並びに

前各号に掲げる官職以外の官職

で、これらと職務の複雑と責任

の度が同等のもの 

 

４ この条の第２項第５号の人事院

が定める組織は、次に掲げるもの

とする。 

一 国家行政組織法第２０条第１

項に規定する職又は当該職のつ

かさどる職務の全部若しくは一

部を助ける職に就いている職員

で構成される組織 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

かれるものに限る。）並びに検

事総長及び次長検事の官職並び

に前各号に掲げる官職以外の官

職で、これらと職務の複雑と責

任の度が同等のもの 

４ この条の第２項第５号の人事院

が定める組織は、次に掲げるもの

とする。 

一 総務省、厚生労働省及び国土

交通省の政策統括官又は当該職

のつかさどる職務の全部若しく

は一部を助ける職に就いている

職員で構成される組織、文部科

学省及び国土交通省の国際統括

官又は当該職のつかさどる職務

の全部若しくは一部を助ける職

に就いている職員で構成される

組織、国際情報統括官又は当該

職のつかさどる職務の全部若し

くは一部を助ける職に就いてい

る職員で構成される組織、人材

開発統括官又は当該職のつかさ

どる職務の全部若しくは一部を

助ける職に就いている職員で構

成される組織、総合環境政策統

括官又は当該職のつかさどる職



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

二～十四 （略） 

十五 こども家庭庁の長官官房及

び局 

十六～二十一 （略） 

務の全部若しくは一部を助ける

職に就いている職員で構成され

る組織、サイバーセキュリティ

統括官又は当該職のつかさどる

職務の全部若しくは一部を助け

る職に就いている職員で構成さ

れる組織並びに農林水産省組織

令の一部を改正する政令による

改正前の農林水産省組織令第２

条第１項に規定する政策統括官

又は当該職のつかさどる職務の

全部若しくは一部を助ける職に

就いている職員で構成されてい

た組織 

二～十四 （略） 

（新設） 

 

十五～二十 （略） 

 

以   上 


